
ご来院の方々へ

当院では、国の施策により、医療DXの推進のためオンライン資格確認を導入 

しております。今後はマイナンバーカード利用の拡大にともない、医療機関同士 

の連携による適切な診療や、薬剤の重複防止・相互作用の確認等を推進すること で、よ

り安全で質の高い医療を提供できるよう努めてまいります。

〇問診票への記入について

マイナンバーカードによる保険証利用により、診療情報を医療機関同士で連携で 

きるよう、情報取得に同意をお願いさせていただいております。

〇診療情報を取得・活用する効果について

薬剤情報を取得することにより、同じ効果の薬剤を重複して処方しないよう防止 

することが可能になります。また、投薬内容から患者様の病態を適切に把握する 

ことができ、必要に応じて健康診断情報等も確認することによって、適切な医療 

に活用いたします。

取り組みにつきまして詳細を知りたい方は、受付にお問い合わせくださし、。
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一般名処方について

当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。 

一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を、「商品名」ではなく「成分名」で 

表記した処方箋のことです。

一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となる 

ため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれ 

ば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全 

性が確保されます。

ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が 

処方箋に表示されるため、患者様が混乱することがあります。そのため、当院で 

は、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明す 

ることを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせくださ 

い。
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